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第１節 被害者支援体制の構築・強化 

 

  ワンストップ支援センター（以下、「センター」という。）の開設に向けては、地方公共団体の主管

課が、庁内関係各課、地域の警察署や医療機関、弁護士会、犯罪被害者支援団体、民間支援団体等の

関係機関・団体の調整を行い、連携会議を開催する。その中で、それぞれの機関の役割や連携方法の

確認、マニュアル等の作成を行う。その過程そのものが連携を深め、支援体制を構築することにつな

がる。 
センター開設後も定期的に連携会議を開催し、出席者や内容の検討が必要である。総括者だけでな

く実務者等の出席を促したり、また事例検討等を行いながら支援の手順等を確認することも必要で、

作成したマニュアル等の加筆・修正を行っていくことも検討されたい。支援体制の強化には、関係機

関を増やすことが重要であり、特に、急性期対応後の精神科受診やトラウマケアへのつなぎが求めら

れている。 
また、関係者の研修や支援員の養成を計画的に行い、人材育成ならびにスキルアップを図っていく

ことが必須である。 
 
【関係機関連携会議】 

＜ワンストップ支援センター設置のための連携会議＞ 
   山口県は平成 29 年１月、徳島県は平成 28 年７月にそれぞれセンターを開設した。共に、婦人相

談所がセンターを兼ねた形態となっている。婦人相談所は、都道府県により体制や運営の仕方が異

なっており、各区に婦人相談員が配置され、都道府県の婦人相談所につなぐ支援の形を取っている

ところもあれば、少人数の体制の中、婦人相談員が全て対応しているところもある。性暴力被害者

支援は、一般的なＤＶ相談支援と比べて、配慮ならびに留意すべき点が異なるとともに、同行支援

の必要性が高い。その中で、ＤＶと性暴力の被害者支援を兼務することは相談員の負担が大きいと

思われる。これらを考慮することも必要である。 
    
 ＜ワンストップ支援センター設置後の連携会議＞ 
   東京都は関係機関との連携会議の中で、運営委託先である民間団体（ＳＡＲＣ東京）の電話相談

や同行支援等の相談実績を共有し、それぞれの支援状況を確認した。また、具体的事例等について

も関係機関とともに検討を行い、改善策等を議論・共有している。今後も連携の実質化に期待した

い。 
   福井県は医療機関が主体となって性暴力救済センター・ふくい（ひなぎく）を開設し、連携会議

や関係者向けの講演会、事例検討会等の実施を重ねた。連携基盤を形成する中で、関係機関からひ

なぎくにつないだ件数の割合が年々増加してきている。今後は、病院関係者のより主体的な関わり

が求められる。充実した支援体制の構築に向けて、関係機関を更に増やしていくことも検討された

い。 
   京都府の「京都ＳＡＲＡ連携会議」は充実した内容となっており、中でも関係機関に新たに精神

科医会が参加したことが評価される。 
   兵庫県の「インターネット上での性暴力被害者支援ネットワーク構築のためのワーキング会議」
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は、被害者対応のたらい回しや二次的被害を防ぎ、切れ目のない支援を行っていくために専門性が

異なる他領域の支援機関がどのようなシステムで支援を行っているかを情報共有するもので評価で

きる。モデル事業終了後に浮かび上がった課題の解決に向けて、今後更なる取組が期待される。 
 
 【関係者のための研修会】 

   支援体制の強化のためにも、拠点となる医療機関の関係者（医師・看護職等）や協力病院に対し

て研修会を計画的かつ継続して開催することが必要である。 
   鳥取県では医療機関関係者向けに、①精神科医療の提供②回復に向けた心理的支援などに関する

研修を開催した。性暴力被害者支援においてその必要性を共有している点が評価される。 
   兵庫県は県内６つの医療圏の地域医療の拠点となる施設において、「各地域産婦人科等での研修会」

を開催した。今後も、地域医療関係者に対する研修を継続して積極的に実施されたい。 
平成 28 年４月にセンターを開設した山形県は、医療関係者等のためのスキルアップ研修を開催し

た。今後もより充実した研修が実施されることを望む。 
   京都府は医療機関向け研修を内容とするＤＶＤを作成し、府内産婦人科施設約 150 か所に送付し

た。良い取組であることから、ＤＶＤの今後の活用について更に工夫・検討されたい。 
  
  【支援員養成講座】 

    名古屋市の性暴力被害者支援センター日赤なごやなごみで活動中の性暴力被害者支援看護職

（ＳＡＮＥ）は、支援のコーディネート機能を向上させるため、ファシリテーター養成研修修了

者のためのフォローアップ研修に参加した。充実した研修内容が評価できる。今後は、連携協力

機関の関係者の参加を促進し、ともにスキルを向上していくことを期待したい。 
山口県及び徳島県においても、相談員養成研修が実施されたが、実務に就いてからのフォロー

アップと継続が望まれる。新潟県は相談員の人材発掘に力を入れ、支援活動員ならびに支援活動

補助員を養成した。引き続き、対応スキルの向上、相談員の育成が必要である。 
   
  【先進地視察】 

    名古屋市は先駆的なセンターにおける取組を理解し、今後の運営の改善につなげるため、同一

県内及び東京にあるセンターの視察を行った。被害者支援における体制や役割、システムの構築

といった課題を明確にして視察に臨んだことによって、県内センターとの連携が深まり、情報共

有に向けた取組につなげることができた。また、センター運営に具体的に役立つ情報を得ること

ができたことも有益であった。 
 

【その他】 

    北海道は「北海道性暴力被害者支援ハンドブック」として被害者支援対応マニュアルを作成し

た。内容は、性暴力についての基礎知識や対応の基本的姿勢や留意点、さまざまな社会資源の紹

介となっている。また昨今、深刻な被害が出ている「アダルトビデオ出演強要」問題についての

対応を取り上げており、先駆的な点が評価できる。配布先は、道内の関係部署・機関や警察、市

町村、民間施設・団体、医療機関等、2,500 を超える機関・団体に届けるといった工夫が見られ、

今後、幅広く活用されることを期待したい。 
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 第２節 相談支援機能の拡充・強化 

 

  被害者の状況に応じて切れ目のない支援を行うために、地域の関係機関・団体等と連携・協力関係

の強化に努め、地域の実情に合わせた体制づくりが望まれる。 

今後は、スマートフォン等を活用したメール相談の対応も考えていく必要があるが、相談対応マニ

ュアルの作成や緊急時の応対等の課題も検討しておく必要がある。 

  支援員の養成・研修に関しては、センター設置前は、管理職等にも研修等への参加を求め、地域の

現状や課題を共有するとともに、センターの必要性や支援への理解を求める内容で行うことが必要で

ある。センター開設後は、計画的に支援員を養成し、スキル向上の研修を継続的に実施する。関係機

関のみならず協力機関に対しても同様の研修が必要である。スーパービジョン及び支援員の二次受傷

を防ぐ心のケア対策も継続的に実施することが望ましい。 
 

 【相談体制の拡充】 

   京都府は、人口に占める大学生の割合が高いことから、若年層が被害者となる可能性が懸念され

るとともに、警察への相談や医療機関の受診をしていないという現状もあり、本モデル事業を通じ

て相談体制の拡充に努めた。被害直後の対応が早い回復につながっていると考えられ、中長期にわ

たる寄り添い体制、カウンセリング（10 回）の全額公費負担制度が有効であった。更に精神科医療

へのつなぎが求められる。こういった取組が全国に広がっていくことを期待する。 
   兵庫県は、メールによる相談の試みがなされた。インターネットは若年世代のコミュニケーショ

ンツールの主流である。センターの開設時間に関係なく、いつでもどこでも相談でき、相談の敷居

を下げ、間口を広げるという点で、メール相談の取組は、今後ニーズが増えると予想される。一方

で、なりすましの相談や緊急時の対応の遅れも懸念されるところである。メール相談から電話相談

につなぐ提案など、返信メールの作成には細心の注意と配慮が必要であり、当然、相談員にとって、

心理的・業務的にも負担が大きくなる。 
兵庫県は複数の相談員で対応、相談の往復回数を定め、センターの相談電話番号を案内するなど

の工夫をしている。メール相談の対応にあたっては、指針や一定のルールを定める必要がある。 
滋賀県は面接相談や直接支援中の相談者とのみ、メールによる相談を受け付けている。また、マ

ニュアルを作成して、相談員の対応に役立てている。 
岐阜県は、遠隔地の居住者に対する支援とセンター開設周知のために、県内の５圏域において「巡

回相談」を行ったが、実際には相談が寄せられなかった。移動相談は、性暴力被害の相談に結びつ

くことが難しい。今後、性暴力被害の特質を十分考慮する取組として、若年女性の安全な居場所づ

くりやピアサポートなどの可能性を検討することが望まれる。 
 

【支援のコーディネート】 

  被害者に対して、各種支援をコーディネートするコーディネーターは、被害者の気持ちに寄り

添い、状態や状況を見ながら被害者のニーズを把握し、情報の提供や支援の選択肢等を示し、各

関係機関・団体に確実につなぐ役割を果たす。専門的知見はもちろんのこと、傾聴やカウンセリ

ングのスキルも必要となる。そのため、関係機関・団体との連携調整のみならず、相談や支援の
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質に対する保障と責任を負うこととなる。相談員に対して、困難事例等のスーパービジョンを行

う力量も求められる。各センターにおいては、支援コーディネーターの役割とその重要性を組織

で共有するとともに、最善の人材を配置することが望まれる。 
 
  【支援員養成とスキルアップ】 

    福井県は、性暴力被害者支援看護職（ＳＡＮＥ）養成プログラムに拠点病院の看護師を派遣し

た。今後は医療職以外の支援員も養成し、人材の拡充を図ることが望まれる。 
長野県は、センター開設前に、支援に携わる提携病院の医師や看護師が被害者対応等の知識を

習得するための「提携病院支援関係者研修」を実施した。このような研修は開設後にも継続して

いくことが重要である。 
東京都は支援の実態に合ったレベルの高い研修を実施している。 

 
【支援員の心のケア】 

    性犯罪・性暴力被害者支援を担う支援員が精神的ダメージを受けることがないよう、二次受傷

防止、精神的負担を軽減するための心のケアは欠かせない。福井県の「相談員の心のケア」は、

平成 27 年度から２か年連続して実施され、スーパーバイザーを招いての指導及びグループワーク

等により、支援員の心の負担を軽くし、一人で抱え込まないような工夫が図られて効果があった。 
名古屋市は、相談員に対する個人カウンセリングや継続的な事例検討会が開催されているので、

今後も頻度を上げて、専門性の高い研修が実施されるよう期待したい。 
徳島県は、婦人相談員が性暴力被害の相談を受けるにあたっての心のケア研修を実施した。性

暴力被害の相談は、ＤＶ相談より二次受傷が重いため、今後も継続的な実施が望まれる。 
 
  【被害者対応マニュアルの作成】   ※モデル事業で作成されたマニュアル（14ｐ参照） 

    東京都は民間団体が随時追加・修正しながら使用してきた対応マニュアルを大幅に修正し、関

係機関や被害当事者等へのヒアリングに基づく実効性のある被害者対応マニュアルを作成した。

作成過程を通し、各支援員が支援の基本的知識や留意点を改めて確認した。 
新潟県で作成したマニュアルは、１医療機関に１部配布予定のところ、きめ細やかな被害者支

援を行うため、医師１人につき１部を配布することとし、協力産婦人科医から「非常に分りやす

く作成されたマニュアルであり、常時手元において支援に当たりたい」との意見が寄せられた。 
    被害者対応マニュアルは作成・配付後についても、定期的に見直し、内容や情報を更新してい

くことが重要である。 
 

【その他】 

   大阪府が実施した「学校向け性暴力被害者支援アドバイザー」は、被害生徒から相談を受けた

教職員が、性暴力救援センター大阪（ＳＡＣＨＩＣＯ）から今後の対応や支援体制についてのア

ドバイスを受け、被害生徒の日常生活への復帰をめざす回復支援を目的として配置している。被

害生徒への二次被害も防ぐことができ、大変意義のある取組である。 
    兵庫県は支援員養成のための連続講座をテキスト化し、支援員の習得すべき内容の標準化と知

識の共有に努めた。支援員として習得すべき知識が網羅されていることから、有用なテキストと
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して他のセンターにも参考になると考えられる。今後、研修等で使用し適宜修正を加える等する

とともに、テキストの作成を通して、支援員のスキル及び知識の向上にもつなげてほしい。 
 

第３節 広報啓発の推進・強化 

   広報啓発は、リーフレットやカード、及びホームページ等で一般的な周知をしたうえで、更に対

象を明確にし、継続性をもって進めていく必要がある。特に若年層への周知には教育機関との連携

が欠かせない。今後は、外国人被害者への対応も求められることから、地域の実情に合わせて、外

国語リーフレットの作成等も検討する必要がある。なお、広報啓発活動にあたっては媒体や対象の

選定など、費用対効果も考慮して、より効果的な方法を検討する必要がある。ホームページは、ス

マートフォン対応やＱＲコードの掲載等の配慮も必要である。 
    

  【パンフレット･カード等の作成】 

    広報啓発は、被害者の多くが若年層であるということから、若年層への周知が課題となる。岐

阜県は教育委員会の協力を得て、県内の全中高生にリーフレットを配布した。学校を通して配布

したことで教職員への周知にもつながった。 
新潟県ではイラストを多く用いたわかりやすい小冊子を作成し、中学・高校を中心に配付した。

今後は、全生徒への周知、学校現場での活用や啓発が必要である。 
    長野県はチラシ、リーフレット及びカードを関係機関や教育機関、イベント等で配布した。カ

ードについては、産科・婦人科病院、コンビニエンスストア、ゲームセンター、カラオケ店等、

様々な人が立ち寄る場所に設置し、チラシ及びリーフレットはプロスポーツ試合会場で配布する

など、幅広い対象に向けてセンターの開設を周知する工夫が見られた。 
    センターを開設して間もない山口県や徳島県、センター設置を試行期間中の広島県では、最初

の広報啓発活動として、新設のお知らせを重点に幅広く周知・配布を行ったのは良いことである。

今後も継続して周知していく必要がある。 
東京都は海外からの旅行者が増加傾向にあり、平成 32 年の東京オリンピック開催に向けても一

層の増加が予想されることから、英語版のリーフレットを作成した。今後は、地域の実態や被害

者の特性に合わせた支援対応として、同行支援や法的支援も必要となってくるであろう。 
山形県のリーフレット・カードにはＱＲコードが入っている。このような配慮は望ましく、他

のセンターにも参考となる。 
 

【ラジオ番組等の制作と放送】 

     滋賀県は地域のＦＭラジオ番組により、「性暴力被害者総合ケアワンストップびわ湖ＳＡＴＯ

ＣＯ」の周知を図った。メディアを有効活用した取組として評価できる。 
【その他】 

  滋賀県は、県内薬局の妊娠検査薬の売り場付近にＳＡＴＯＣＯのスイングポップを配置した。

望まない妊娠が心配で妊娠検査薬を求める被害者に対し、店頭で周知するアイデアに工夫が感

じられる。 
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第４節 おわりに 

 今年度の実施事業団体は 21 団体であり、年度当初は、うち９団体がセンター未設置県であったが、

本モデル事業を活用して、７団体（山形、徳島、長野、広島、新潟、鳥取、山口）が年度内にセンタ

ーを開設した。 

 本調査研究については、平成 26 年度より３年間にわたって実施してきたが、最終年度にあたり、本

事業の総活をすると、各都道府県において 

１ 行政が関与するワンストップ支援センターの設置が促進された 

   平成 26 年：（統計なし）  同 27 年：27 県    同 28 年：36 県 

２ 性犯罪・性暴力被害者を支援するためのネットワーク構築が進んだ 

ことが成果として挙げられる。 

 一方では、本事業の限界として、 

・ 事業の実施期間が短い。（検証作業が必要なため、モデル事業の実施期間を約６か月とせざるを得

なかった。） 

・ 翌年度も申請する場合は、前年度とは異なる新たな事業もしくは拡充した事業を提案しなければ

ならない。（事業の発展の観点から残念な点があった。） 

・ 当該地方公共団体による事業終了後の継続の有無が、事業の安定性に影響を与える可能性があっ

た。 

との指摘もあったところ、総じて事業全体の意義として、各都道府県が、モデル事業として実施した

他県の取組について本報告書を通じて学んだことにより、センター設置にあたっての準備内容や業務

内容、支援員の研修体制・内容、支援に際しての留意点、連携の重要性について認識することが可能

となり、結果的に、センターの設置及び機能拡充が促進されたことは大きな成果といえる。 

 

現状として、各地方公共団体間における性犯罪・性暴力被害者支援の取組については、明確に差が

生じてきている。３年間のモデル事業を通じて、年度毎に支援が充実した地方公共団体もあれば、ま

だセンターが未設置の県も残っている。まずは、未設置県において、成果目標の平成 32 年を待たず、

１年でも早く開設に向けて体制を整備することが望まれる。また、既設の都道府県にあっては、被害

者にとって必要な支援が実質的になされているかどうか、支援の仕組みが被害者のニーズに合ってい

るかどうかについて、絶えず検証していくことが重要である。 

なお、各都道府県における取組の差異については、性犯罪の発生状況、社会資源の有無等も考慮す

る必要があるが、その要因の分析も必要となる。 

今後の取組の方向性としては、センターの設置形態別の支援内容、問題点と課題を明らかにすると

ともに、既存センターの改善も図っていくべきと考える。 

性犯罪・性暴力被害者に対する支援の取組については、本調査研究事業で得られた成果と課題を充

分に活かし、今後も全ての地域で平等に支援体制が構築されること、各種施策を総合的かつ横断的に

進められることを期待するものである。 
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